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　一
般
に
「
解
放
令
」
と
言
わ
れ
て
い
る
言

葉
は
歴
史
上
に
は
存
在
し
な
い
。
明
治
４
年

に
太
政
官
布
告
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
賤
民

の
身
分
を
廃
止
し
身
分
や
職
業
を
平
民
と
同

じ
と
す
る
、
と
書
か
れ
て
お
り
、
「
解
放
」

と
い
う
文
言
は
な
い
。
最
近
で
は
「
賤
民
廃

止
令
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
。
身
分
制

廃
止
に
つ
い
て
評
価
は
あ
る
が
、
差
別
解
消

の
た
め
の
具
体
的
な
施
策
が
伴
っ
て
お
ら
ず
、

一
方
で
、
戸
籍
に
入
れ
、
こ
れ
ま
で
免
税

だ
っ
た
宅
地
に
税
金
を
賦
課
す
る
旨
が
書
か

れ
て
お
り
、
徴
兵
の
徹
底
や
、
税
収
増
が
目

的
に
あ
る
と
も
読
め
る
。
職
業
の
制
限
が
な

く
な
っ
た
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
死
牛
馬
処
理

等
、
特
定
の
仕
事
を
強
い
ら
れ
た
結
果
と
し

て
独
占
的
に
行
え
て
い
た
産
業
が
一
般
に
開

放
さ
れ
、
収
入
が
激
減
す
る
こ
と
と
な
り
、

貧
困
が
始
ま
っ
た
。
明
治
期
を
明
る
く
開
放

的
に
、
江
戸
時
代
を
封
建
的
で
暗
い
イ
メ
ー

ジ
で
捉
え
て
い
る
方
が
多
い
が
、
江
戸
期
の

方
が
被
差
別
部
落
は
豊
か
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
明
治
に
な
っ
て
急
激
な
近
代
化
を
目

指
す
中
で
、
欧
米
的
で
な
い
も
の
を
排
除
す

る
動
き
も
重
な
り
生
活
困
窮
と
併
せ
て
差
別

が
厳
し
く
な
っ
た
、
と
言
え
る
。
大
正
11
年

の
水
平
社
宣
言
が
「
過
去
半
世
紀
間
の
種
々

方
法
と
（
中
略
）
運
動
が
」
な
に
も
効
果
を

も
た
ら
さ
な
か
っ
た
、
と
し
て
い
る
の
も

「
解
放
令
」
に
よ
っ
て
差
別
撤
廃
が
進
ん
だ

訳
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
明
治
の

近
代
化
は
ア
イ
ヌ
差
別
、
ハ
ン
セ
ン
病
者
の

隔
離
な
ど
で
も
負
の
歴
史
を
伴
っ
て
い
る
。

　鳥
取
県
で
も
明
治
大
正
期
の
史
料
に
は
多

く
の
部
落
差
別
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
差
別

の
原
因
を
、
被
差
別
者
の
責
任
に
転
嫁
す
る

も
の
も
多
い
。

　平
成
28
年
に
「
部
落
差
別
解
消
推
進
法
」

が
施
行
さ
れ
た
。
国
が
部
落
差
別
の
存
在
を

あ
ら
た
め
て
認
め
た
意
義
は
大
き
く
、
同
和

教
育
の
必
要
性
が
裏
付
け
ら
れ
た
。
１
０
０

年
の
間
に
植
え
付
け
ら
れ
た
差
別
意
識
を
払

拭
し
、
互
い
に
「
違
い
」
を
乗
り
越
え
、
認

め
合
う
社
会
を
構
築
す
る
チ
ャ
ン
ス
だ
と
捉

え
て
い
る
。

第
９
回
ふ
れ
あ
い
人
権
講
座

　
　
　
　
　
　
　
の
お
知
ら
せ

第
７
回
ふ
れ
あ
い
人
権
講
座

「
部
落
差
別
は
な
ぜ
残
っ
た
の
か
」

部
落
史
研
究
家

　
　
　
　
　
　新
井

　宏
則
さ
ん

　保
護
者
が
い
な
い
、
ま
た
、
保
護
者
が
育

て
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
な
ど
、
様
々
な
事

情
で
、
自
分
の
家
庭
で
暮
ら
せ
な
い
子
ど
も

た
ち
が
、
日
本
に
は
約
４
万
５
千
人
い
ま
す
。

　こ
の
子
ど
も
た
ち
を
、
国
と
各
自
治
体
が
、

お
お
や
け
の
責
任
で
預
か
り
育
て
る
仕
組
み

を
「
社
会
的
養
護
」
と
い
い
ま
す
。

　こ
の
「
社
会
的
養
護
」
は
、
「
子
ど
も
の

最
善
の
利
益
の
た
め
に
」
「
社
会
全
体
で
子

ど
も
を
は
ぐ
く
む
」
を
理
念
と
し
て
い
ま
す
。

　施
設
や
里
親
に
預
か
ら
れ
た
子
ど
も
た
ち

は
、
行
政
が
認
め
た
機
関
、
家
庭
的
な
雰
囲

気
の
中
、
施
設
職
員
や
里
親
の
愛
情
深
い
ま

な
ざ
し
の
も
と
、
す
く
す
く
育
ち
力
を
つ
け
、

自
分
の
家
庭
が
安
定
す
れ
ば
、
家
庭
に
帰
っ

て
い
き
ま
す
。
ま
た
は
、
社
会
に
巣
立
っ
て

行
き
ま
す
。
こ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
詳
し

く
話
し
て
頂
き
ま
す
。

場
所･

日
時

　
　日
南
町
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　多
目
的
ホ
ー
ル

10
月
30
日(

水)

　①
10
時
〜
11
時
30
分
②
13
時
30
分
〜
15
時

講
師

　鳥
取
県
人
権
文
化
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　次
長

　尾
崎
真
理
子
さ
ん

　日
常
生
活
の
困
り
ご
と
、
人
権
問
題
、
行

政
に
関
す
る
こ
と
な
ど
相
談
に
応
じ
て
お
り

ま
す
。

　相
談
内
容
に
つ
い
て
は
一
切
秘
密
が
守
ら

れ
ま
す
。
無
料
で
す
の
で
、
ど
う
ぞ
お
気
軽

に
相
談
下
さ
い
。

日

　時

　11
月
８
日(

金)

　９
時
〜
12
時

場

　所

　子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

巡
回
行
政
相
談

日

　時

　11
月
10
日(

日)

　９
時
〜
12
時

場

　所

　石
見
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー

お
問
い
合
わ
せ

　人
権
セ
ン
タ
ー
内

　
　
　
　
　Ｔ
Ｅ
Ｌ

　８
２

－

０
０
７
６

「
子
ど
も
の
人
権
」

〜
自
分
の
家
庭
で
暮
ら
せ
な
い
こ
ど
も
た
ち
、

　
　
　
　
　
　
　預
か
り
育
て
る
取
り
組
み
〜

「
職
場
に
お
け
る
人
権
」

〜
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
・

　
　
　
　

 

セ
ク
シ
ャ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
〜

社
会
福
祉
法
人
鳥
取
こ
ど
も
学
園

　
　
　
　
　里
親
支
援
と
っ
と
り
所
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　遠
藤

　信
彦
さ
ん

日
南
町
同
和
問
題

　
職
場
研
修
会
開
催
の
お
知
ら
せ

11
月
の
人
権
相
談
・

　
　
　
　
　
行
政
相
談
の
ご
案
内


